
水道料金改定のお知らせ
★令和8年4月検針分より新しい料金が適用されます。

① 給水人口・使用量の減少による水道料金収入の減少

② 水道施設の老朽化・耐震化による財源の確保

水道料金改定による財源の確保

強じんな水道施設の構築と健全な水道事業経営の維持

令和8年度から令和10年度の3年間，段階的に値上げさせていただきます。

ご理解とご協力のほど，よろしくお願いいたします。

水道料金改定の主な理由

給水人口の減少に伴い，水道水の
使用量が減少し，水道料金収入の減
少が続いています。今後も水道水の
使用量の減少が見込まれるため，現
行料金のままだと，さらに水道料金
収入が減少していきます。

水源や配水池，水道管など⾼度成⻑期に整備
した水道施設は，老朽化が進んでおり，更新が
必要な状況にあります。

また，地震などの災害に強い水道施設を築き，
いつでも・どこでも安定的に給水するため，水
道施設の耐震化を進めていく必要があります。

【水道管の現状】 町内の水道管の延⻑は全体で約205ｋｍあり，そのうち約37ｋｍが法廷耐
用年数の40年を経過しています。今後10年間でさらに約88ｋｍの水道管が法廷耐用年数を経
過し，全体の62％が法廷耐用年数の40年を超えることになります。今後の水道管の布設替え
には多額の費用が必要となり，財源の確保が課題となっています。



●口径13ｍｍ 1ヶ月に25 使用   【給水世帯の約93％が口径13ｍｍです。】

改正後 基本料金800円+（10 ×80円）+（15 ×130円）×1.1＝3,905円
現 行 基本料金500円+（10 ×80円）+（15 ×  90円）×1.1＝2,915円

 計算方法   水道料金 ＝ （基本料金+従量料金）× 消費税率

3年後，1ヶ月に
990円の値上げ

子育て４人世帯の料金例

水道料金改定の内容

① 中・長期的な財政計画を踏まえ，基本料金と従量料金をそれぞれ

値上げします。

② 給水世帯への急激な負担増を考慮し，令和8年度から令和10年度ま

での3年間，段階的に料金改定を行います。

1ヶ月の新料金表（税抜き）

・基本料金は，1年ごとに100円づつ値上げし，3年間で300円の値上
 げとする。

75ｍｍ 6,000円 6,100円 6,200円 6,300円

40ｍｍ 1,900円 2,000円 2,100円 2,200円

50ｍｍ 2,600円 2,700円 2,800円 2,900円

25ｍｍ 1,100円 1,200円 1,300円 1,400円

30ｍｍ 1,300円 1,400円 1,500円 1,600円

13ｍｍ 500円 600円 700円 800円

20ｍｍ 800円 900円 1,000円 1,100円

基 本 料 金
口 径 現行料金 令和8年度 令和9年度 令和10年度

・従量料金は，1年目に10円，2年目に10円，3年目に20円，3年間で
 合計40円の値上げとする。
・従量料金の1〜10 の料金は据え置き80円とする。

51 以上 110円 120円 130円 150円

11〜30 90円 100円 110円 130円

31〜50 100円 110円 120円 140円

水 量 現行料金 令和8年度 令和9年度 令和10年度

1〜10 80円 80円 80円 80円

従 量 料 金 ： 1 （使用水量による料金）



水道料金改定の効果

今回の料金改定により，施設更新や管路の耐震化のための財源

が確保されるとともに，健全な事業経営の推進が可能となります。

今後，実施予定の主な事業

料金改定までの経緯

☆基幹管路の耐震化事業

☆老朽管の更新事業 等

☆令和6年12月24日：第1回湧水町水道事業料金等改定審議委員会

町長からの諮問，水道事業の現状

☆令和7年2月21日 ：第2回湧水町水道事業料金等改定審議委員会

水道料金の取り扱い，給水負担金について

☆令和7年8月29日 ：第3回湧水町水道事業料金等改定審議委員会

料金改定案等についての審議

☆令和7年10月17日：第4回湧水町水道事業料金等改定審議委員会

「水道料金等の改定について」答申案の検討

☆令和7年10月23日：審議委員会委員長より町長へ答申

☆令和７年12月定例町議会で給水条例の改正が可決


